
　　 ３. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

当連結会計年度末
（平成19年 3月31日）

純資産の部の合計額 百万円 5,331,279

純資産の部の合計額から控除する金額 百万円 1,781,555

（うち優先株式） 百万円 360,303

（うち優先配当額） 百万円 12,958

（うち新株予約権） 百万円 14

（うち少数株主持分） 百万円 1,408,279

普通株式に係る期末の純資産額 百万円 3,549,724

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株
式の数

千株 7,565

（関連当事者との取引）

　当連結会計年度（自 平成18年 4月 1日   至 平成19年 3月31日）

　　関連当事者との取引について記載すべき重要なものはありません。

（重要な後発事象）

　当連結会計年度（自 平成18年 4月 1日   至 平成19年 3月31日）

　　該当ありません。

（その他の注記事項等）

　　リース取引、税効果会計、デリバティブ取引に関する注記事項については、従来からEDINETにおいて
　開示していること及び迅速な開示の観点等から、決算短信における開示を省略しております。
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